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  期期期期     日日日日         平成２１年 ７月 ４日（土） 
 
  会会会会     場場場場         鈴鹿市武道館 
         住所：鈴鹿市江島台２－６－１ 
         電話：０５９－３８８－０６２２  
 
  開開開開  会会会会  式式式式         １０時００分 
 
  競技開始時刻競技開始時刻競技開始時刻競技開始時刻     １０時４０分 
 
  閉閉閉閉  会会会会  式式式式         競技終了後 
 
  チーム人員チーム人員チーム人員チーム人員       監督１名、コ－チ１名、マネ－ジャ－１名、選手１４名以内 
                                      計１７名とする。 
 
競技方法競技方法競技方法競技方法 
 
（１） 競技規則は、全日本弓道連盟規則による。 
（２） ３６ｃｍ霞的による近的競技とする。 
（３） 選手は各校１４名以内をもって編成し、１チーム５名ずつ２組Ａ、Ｂに分 
  け、計１０名で競技を行う。選手の交替は登録者に限り四ツ矢毎とし、再出  
 場は認めない。 
（４） 登録選手の変更は、試合当日の監督者会議に提出されたものを正式とする。 
   また、登録選手によるチーム編成と個々の立ち順についても、試合当日の監 
   督者会議に提出されたものを正式とする。 
（５） 競技は坐射にて、１人１２射（４射３回）１校１２０射の総的中数をもっ 
  て競う。 
       特に１立射終るための時間制限は行わないが、試合の進行上支障のないよ 
  うにする。 
       なお、その他事故等があった場合は、審判長の指示、判断に従うものとす 
  る。 
（６） 立順は当日の審判長の矢振りによる。 
（７） 矢は四ツ矢を用い、同一組内での弓の共同使用は認めない。 
（８） 団体成績 
      ① 各校の総的中数によって優勝、準優勝を決定する。 
      ② ①において各校が同的中数の場合は、１人１射、各校１０射の射詰を 
    再度行い、勝敗の決するまで続けるものとする。 
（９） 個人成績 
      ① 団体戦の個人成績をもってこれにあてる。 
      ② ①において各人が同的中数の場合は、優勝決定戦については１人１射 
    の射詰を再度行い、勝敗の決するまで続けるものとする。順位決定戦に  
   ついては、１人１射による遠近法とする。 
 
表表表表     彰彰彰彰 
 
（１） 団体の優勝校に優勝杯と賞状、準優勝校に賞状を授与する。 
（２） 個人の優勝、準優勝､第３位に賞状を授与する。 
 
 


